
船舶事故調査報告書 

令和６年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和４年１１月２日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿
いぶすき

市指宿港 

 指宿港東防波堤灯台から真方位２２６°５５０ｍ付近 

（概位 北緯３１°１４.１′ 東経１３０°３９.２′） 

事故の概要 作業船大
だい

福
ふく

丸Ⅱは、係留作業中、機関室に浸水した。 

事故調査の経過 令和４年１１月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 大福丸Ⅱ、３.５トン 

ＫＧ３－４５２２６（漁船登録番号）、株式会社新川床潜水工業 

第２９０－３４６５０号（船舶検査済票番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 主機等に濡損、プロペラシャフトに曲損、船尾船底部に破口 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、船長及び作業員２人が乗り組み、離岸堤工事に従事するた

め、指宿港内の作業現場に向かった。 

船長は、先に作業現場の係留ブイに係留していた僚船の右舷方（北

側）に並列して係留する目的で、本船の係留作業を開始し、同僚船が

使用している係留ブイに本船も係留するため、同ブイに近づこうと本

船の船首を西方に向けて極微速力で前進させていたところ、左舷方

（南西方）に流され、本船のプロペラシャフトに僚船の係留索が絡ま

った。 

船長は、船尾部船底から機関室に浸水、本船が左舷側に傾斜し始め

たので、作業員２人と共に海に飛び込み、僚船に救助された。 

船長は、本事故の発生を船舶所有者へ連絡し、船舶所有者は、海上

保安庁へ通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

本船は、その後転覆し、船舶所有者が手配した起重機船で引き揚げ

られ、修理業者により、プロペラシャフトのブラケット基部に負荷が

掛かり、同部が破損して船底部に破口が生じ、機関室に浸水したこと

が確認された。 

船長は、船首を係留ブイに向けて操船することに意識を向けていた

ので、本船が圧流されていることに気付かず、また、僚船の係留索が

黒色で見えにくく、本船が同係留索に接近していることに気付かなか



ったと本事故後に思った。 

船長は、右舷後方から風力４の風が吹いており、本船の左舷方（南

側）に僚船が係留していたので圧流されないようアンカーを入れ、近

くに待機していた船外機船に係留索を係留ブイに渡してもらえば良か

ったと本事故後に思った。 

船長及び作業員２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 

本船は、右舷後方から風力４の風を受ける状況下、係留中の僚船の

右舷方に係留作業中、船体が左舷方に圧流された際、船長が船底下に

ある僚船の係留索に気付かず、同索がプロペラシャフトに絡まったこ

とから、プロペラシャフトのブラケット基部が破損し、同部から機関

室に浸水したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、右舷後方から風力４の風を受ける状況下、係留

中の僚船の右舷方に係留作業中、船体が左舷方に圧流された際、船長

が船底下にある僚船の係留索に気付かず、同索がプロペラシャフトに

絡まったため、プロペラシャフトのブラケット基部が破損し、同部か

ら機関室に浸水したものと考えられる。 

再発防止策 船舶所有会社は、本事故後、次の措置を講じた。 

・係留索の位置を認識しやすくするよう、同索に５ｍ間隔で蛍光色

（ピンク色）のリボンを取り付けた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、係留作業を行う場合、風向、僚船の位置等を考慮し、ア

ンカーを使用したり、他の小型船を使用したりして、圧流されな

いよう適切に作業を行うこと。 

 

  



付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 


